
i

'

WORKINGPAPERNO.

ザ

,一 ∵.∴'∵}レ

」37!
∫…/1∴ 酌

'「

誓'諮,∴ ・
ウ に 　ゆ ノ

,.チ ベ ㌦ ・・」 、∴ ・
r～.・一.」 い 。・`・

」 亀・ ・'L隔,・`▼,・`κr・P '

・・、!∴審 ン ∴
ア の ビ ノ げ

㌦ 渥で、読1、
・.,・ ♪ 蚤"」 、s㌧

、

」

」

基 準調和化 時代 のフランス会計制度

一 プラ ン・コ ンタ ブル ・ジェネ ラル の20年 を振 り返 って一

藤井 秀樹

京都大学大学院経済学研究科

＼

2004年7月

」源 源◎ll寧嘗葱
コ ロ 　 　 ぎ し ケ も ピ ヘ へ

辱 、;マ ・ ・ 曜';、")",、

,、 し{じ りな ヒヘ へ
}

ノ ・ 、 ・ 》 ・ ・ い

に メ へ ヘ ム ヨ ロ ヒ も ノ

、 』=一 へ 、.『.・ し
ナ マユ

も ヘ リ

.㌧'㍉ 、'星 、 へ ・ ドL

つ ユロ ヤゆ コノ ニ エ
も こ

屡 ピ ー 旨 一 ＼"∵ ∴ ・"一
`臼 片.・ ・'覧 ・ ㍉}暫 覧

ロ け の ゆ ド ノ サ レ し サ へ ら タ ト

、ii'・ …,ノ こ ほ ら し
ぼ ら ノリ

ヒ
し メ じ 　 つな い い ニリ サ

・∴・＼ 鎖 ＼憾:1 、添 擁
、 ・∵ へ ∵ 〔 レち∵ ∴ ∵ ここ4

ム の ドマ

∵ 読'∵:曇 じ 窓!謬
}・

・.fn

、 、tu博 ● 御t

し,腫1'♂ ぐiヤ'一

r^監 ・ 耳 「岬 ＼

㌧ 「;夢 、
喝 ▼嘱1職 ρ 、'「

、 脚 儀,
・'3ノ 馬↓ 、r,

・'、 冷 ㌔ へ 、 、..'
い つ

農,へ ㌔ 」、 雪1

`7●,へ 甲 炉d、,'～

..,、r亡"7㌧'、 ρ

』・b'・ ノ"、1了 一t`
・ ・1ζ も91昌 肇_熾'ゆ 電 もh脚 ㍉ 、 亀

ロ の も し
か ぐ レ ヤ ヘ ノ ち に に

ら ツ リ リ も ノ こ び し

妊 ユー"げ 、ト1「.'艦 、
し ギ ロデ ゆ

ほの ヨ ヘ レコ
コ ち ゆ

、P㌧'τ 」 、 「 、Tレ で

ヤ モ 馬r'`ご ・ 鴨

く ち ド ヤ ん ヤ
ピ ヘ ヌ ヒ し

:,ご ・.一 凸 ㌔
、・ 、,lv,'

『1亀 曹'▼ 、

き

窯1曇鎖謄豪琶1::警露醤 鎖 、
' ρ馳 卜 ㌔ 、l

GraduateSchoolofEconomics

FacultyofEconomics

綿 糠 紺JAPAN

、

ノ

、

,,、ン 亀 、

「`
「,



J-37

基準調和化時代 の フランス会計制度

一 プラン・コ ンタブル ・ジェネラルの20年 を振 り返 って一

藤井 秀樹

京都大学大学院経済学研究科

2004年7月



基準調和化時代の フランス会計制度歯

一 プラン・コンタ ブル ・ジェネラルの20年 を振 り返 って一

1は じめに

20世 紀中葉以降のフランス会計制度は,「プラン・コンタブル ・ジェネラル」(PlanComptable

General,以 下`『PCG"と 略す)と ともに生成 ・発展 して きた。わが国において しぱ しばPCG

が 「フランス会計原則」1と 訳されて きたゆえんである。

図表1に みるように,PCGは1942年 にその第1版2が 公表されて以降,数 次にわたる改訂

を経て現在に至っている。そのなかで,フ ランス会計制度の最も大 きな転機 を画するもの とな

ったのは,後 述するように,1982年PCGで あった。2002年 に1982年PCGが 公表20周 年

を迎 えたことを受けて,フ ランス公認会計士協会会計法委員会が,「PCGの20年 」 と題する

円卓討論(以 下たんに 「円卓討論」 という)を 開催 している。

図表1フ ランス会計制度の生成 ・発展過程

フランス国内の動 き

1942

1947

1957

192

1983

1985

1999

1942年PCG(第1版)公 表

1947年PCG(第2版)公 表

1957年PCG(第3版)公 表

1982年PCG(第4版)公 表

調和化法公布

連結会計法公布

1999年1)CG(第5版)公 表

国外の関連事項

1967EC発 足

19731ASC設 立

1978EC理 事会第4号 指令公布

1983EC理 事会第7号 指令公布

1993ECをEUに 改組

20011ASCをIASBに 改組

本 稿 では,円 卓 討論 の速 記録(ConseiSuperieurdel'OrdredesExperts-Comptables,

CommissiondeDroitComptable[2002Dを 主 た る素材 としなが ら,PCGの 歴史 を振 り返 り,

基 準調和化時代 の フランス会計 制度が経験 して きた諸問題 の論点整理 を行 ってい きたい と思 う。

以下9本 稿で は,同 速記録 か らの引用 につ いては,頁 数 のか っこ書 きのみ によつて,そ の 出所

を示す こ とにす る。

ちな みに円卓討論 の参加者 は,ア ン トワーヌ ・ブラキ(国 家会計審議 会会 長),ジ ル ベー ル ・

ジェラール(IASB理 事,IASB一 国家会 計審議会 リエ ゾンメ ンバ ー),イ ユベ ール ・テ ユヴ ィア

ナ(公 認会計 士,国 立経済社会 組織学 院高 等会 計研究 セ ンター長),ジ ャ ック ・リシャール(パ
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リ ・ドフィーヌ大学教授,国 家会計審議会委員,会 計規制委員会委員),フ ランソワーズ ・ヴェ

ルディエ(公 認会計士,ニ ース経営大学院副院長,ア メ リカ公認会計士協会会員),エ リック ・

ドウルサル(円 卓討論司会者,公 認会計士,公 認会計士協会会計法委員会委員長,国 家職業教

育センター1級 教員資格教授)の6名 である。いずれもフランス会計界を代表する識 者であ り,

基準調和化時代のフランス会計制度 とPCGを 語るうえで,こ れ以上は望みえない顔ぶれとな

っている。その職務領域の網羅性か らい って,円 卓討論で示された6名 の識 者の諸見解は,フ

ランス会計人「般のそれを縮写 したものともみなせるであろう。本稿で上記の円卓討論に着目

する主たる理由は,こ うした点にある。本稿での検討が,わ が国におけるPCG研 究の深化に

多少な りとも貢献するもの となれば幸甚であ る。

21982年 改革の主眼 としての付加価値概念の導入

周知のように,PCGは 会計の基礎的枠組みを規定したものであ り,そ の特徴を最も象徴的に

表 しているのは 「カ ドル ・コンタブル」(CadreCompta.ble;)と 呼ばれる勘定分類表である。PCG

のこの特徴は,1942年 の第1版 か ら数次の改訂を経た現在 もなお,基 本的には変わ ることな

く継承 されている(野 村[2003]1・2頁)。

しか し,ア ン トワーヌ ・ブラキによれば,第3版(1957年)ま でのPCGは 会計処理の背景

説明や解釈指針をともなわないたんなる 「勘定一覧表」(nomenclaturesdescomptes)に 過 ぎな

かったとされる(p,11etp.13)。1982年PCGが もたらした 「本質的な変化の1つ 」は,「 た

んなる勘定分類の提示にとどまるのではな く,勘 定分類の目的を明 らかに した」(p.11)こ とに

あった。その 「目的」 とは,会 計システムへの付加価値概念の導入であった。ジャック ・リシ

ャールは、この点についてよ り具体的に,「〔1982年PCGの 〕主たる功績 は,付 加価値規準の

採用によって費用の分類規準を変更 したこ とであった」(p.12)と 述べている3。

図表2は,1982年PCGで 提示された成果計算書(わ が国の損益計算書 に相当)の 標準モデ

ルを示 したものである。その構造上の主たる特徴は次の2点 に要約できる。第1は,費 用が性

質別分類方式にもとついて表示されていることである。これによって,成 果計算書から付加価

値関連データを直接集計することが可能 となっている4。第2は,経 営収益に製品棚卸増減額お

よび固定資産自家建設が含 まれていることである。これは,1982年PCGで 採用された付加価

値概念が,「 国内総生産」(produitint6rieurbrut)の 計算を指 向した生産高基準のそれであるこ

とを示 してい る。

ジャヅク ・リシャールによれば,付 加価値概念を会計の勘定構造に組み込んだ国は,フ ラン

ス以外 にほ とんど見当た らないとされる(p,14)5。付加価値 を財務分析 に利用する事例は,ド イ

ヅなどい くつかの国で散見され るが,そ れ らの国では付加価値概念が会計の勘定構造 に組み込

まれているわけではない。ジャック ・リシャールは 「私の知るかぎりで」 と断 りなが ら,付 加

価値概念を会計の勘定構造に組み込んだフランス以外の 「唯一の国」(P.14)と して,旧 ユーゴ

スラビアをあげている。旧ユーゴスラビアでは企業の自主管理 目的からそ うした勘定構造が採
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用されたのであるが,当 該勘定構造のもとでは正味最終生産物は資本主ではな く生産者に帰属

するものとされ,し たがってそこには人件費概念および利益概念が存在 しないといった特異性

が観察された。1982年PCGに みるような利益計算機能 を維持 したうえでの付加価値概念の会

計システムへの導入は9「 フランスの独 自性」(origi.nalitedelaFra皿ce)を 表すものとなってい

る(:pp.14-15)。

ジルベール ・ジェラールは,ジ ャック ・リシャールの以上のような指摘 と見解に同意 したう

えで,さ らに踏み込んで,「 それ(付 加価値概念一引用者注)は,い わゆるアングロサクソン型

システムに対 してわれわれが有 してい る優位性である」(p .15)と 述べている。

図表21982年PCGで 提示 された成果計算書の標準モデル

1費 用(税 抜 き)
第N期 収 益(税 抜 き) 第N期

経営費用: 経営収益:

商品仕入高: 商品売上高

… 棚卸増減額

1 原材料およびその他の調達品

i
棚卸増減額

製品売上高(財貨およびサービス)

小 計A一 純売上高

うち輸出額

X

-そ の他の仕入高および外部費用
製品棚卸増減額(注)

1租 税公課

旨
固定資産自家建設

… 人件費 経営助成金
1償 却累計繰入額およ

び引当金繰入額 引当金(および償却累計)戻入

その他の費用 その他の収益

合 計1 X 小 計B X

共同営業成果割当額II X 合 計1(A+B) X

財務費用合計III X 共同営業成果割当額II x

特別損失合計IV X 財務収益合計III X

企業成長成果の従業員への分配V X 特別利益合計N X

所得税V正 X 収 益合 計(1+II+III+IV) X

費 用合 計(1+II+III+IV+V+V【) X 借方差額=損 失 X

貸方差額=利 益 X 総 計 X

総 計 X

(注)期末棚卸高か ら期首棚卸高を控

除 した金額。減少の場合は,か っこ

書 きす るか,マ イナス符号を付す。

(注)成 果計 算 書 の構造 を浮 き彫 りにす るた め に,一 部 を省 略 して訳 出 して い る。

(出 所)ConseilNationaldelaComptabilite,PlanComptableGeneral,1982,ppJI。68-69.
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第二次大戦後に策定 された初めてのPCGで ある第2版(1947年)の 公表以来,PCGに は,

(1)社会会計の基礎データとなる国内総生産の計算,(2)税 務当局のための課税標準の決定,(3)

会計 ・経営情報の提供 とい う3つ の機能 を果たすことが求められてきた(P.10)。付加価値概念

の導入を主眼とする 「1982年 改革」(lareforme1982)は,こ れ ら3つ の機能のうち(1)を優 先

したものとなっている。このことから,ジ ャック・リシャールは,1982年PCGは 基本的に 「マ

クロ経済的システム」(systememacro-6conomique)と しての性格を有 していると述べている

(p.14)so

3「 真実かつ公正な概観 」原則の国内化

1982年PCGの 策定 プロセスは,1970年 代後半から1980年 代前半にかけて展開されたEC

(現EU)域 内7における基準調和化 との関連を抜きにして語 ることはで きない。国家会計審議

会による1957年PCGの 改訂作業は1968年 に開始 され,1979年 にはその改訂案8が 省令 とし

て官報で公表されている。にもかかわ らず,確 定版(第4版)の 公表が1982年 まで先送 りさ

れたのは,基 準調和化に関するEC理 事会第4号 指令とPCG改 訂案の調和化が1979年 の時点

では完結 していなかったか らである(P.10)。その調和化過程で最も多 くの議論が費やされたの

は,「 イギ リス財務報告の最高理念」(黒田[1989】104頁)と され る 「真実かつ公正な概観」(true

andfairview)原 則の国内化 問題であった(p.16)。

周知のように,「 真実かつ公正な概観」原則は,(1)企 業の財政状態および経営成績の 「真実

かつ公正な概観」を財務諸表において表示すること,(2)法 令の適用によって 「真実かつ公正な

概観」の表示が阻害される場合には当該法令か ら離脱することを,財 務諸表作成者に対 して要

求するものである。この原則は,EC理 事会第4号 指令第2条 で明文化 されたのち,フ ランス

においては 「忠実な写像」(imagefidele)原 則 として,1982年PCG第1編 第1章 第1節Aお

よび第II編 第2章 第2節A,な らびに1983年 調和化法第2条(商 法典第9条)で 明文化され

た9。円卓討論でも,主 要な論点の1つ として,「 真実かつ公正な概観」原則の国内化問題がと

り上げ られてい る。

ジャック ・リシャールによれば,「 忠実な写像」という用語は19世 紀の法律家たちの間で,

「『事物』を評価するべ く作成された貸借対照表」(lebilandapslequelonvaevaluer"les

chosos")に おいて表示された商人の財政状態 を意味する用語 として使用 されていた。その使用

事例の歴史 自体は,さ らに18世 紀にまで遡 ることがで きるとされ る(P,17)。

その起草者や立法者が1982年PCGお よび1983年 調和化法において,"vueexacteet

loy撮e"10や"imageveridiqueetloyale"iiと いった逐語訳的用語を用いず,"血agefidele"と いう

用語をあえて用いているのは,彼 らがフランスの伝統的法思想 との連続性 を可能なかぎり維持

しつつ 「真実かつ公正な概観」原則の国内化 を図ろうとしたか らであろうと推察され る。この

意味からすれば,イ ギリスでの用語法をそのまま援用して,"imagefidele"を 「真実かつ公正な

4



概観」 と訳出す るのは,適 切 なこととはいえないであろう。

「真実かつ公正な概観」原則の国内化をめ ぐる議論において最 も大 きな論点 となったのは,

法令の適用によって 「真実かつ公正な概観」の表示が阻害 される場 合には当該法令か ら離脱す

ることを要求 した規定(い わゆる離脱規定)を どう解釈するかということであった。フランス

では伝統的に法令主導の会計規制が実施 されて きたのであって,そ うした会計規制に馴れ親 し

んで きたフランス会計人か らすれば,法 令のなかに当該法令の効力を否定する規定を設けると

いう制度設計は容易に受容 しがたいものであった。ジルベール ・ジェラールは,フ ランスのこ

うした伝統的法思想の立場を代弁 して,次 のように述べている。「忠実な写像は,基 準で規定さ

れたシステムの正確かつ誠実な適用の結果 として得 られるものである。基準が明確に設定され,

かっまたその適用が要求されているな らば,当 該基準の正確かつ完全な適用によって忠実な写

像の表示が阻害 されるというようなことはあ りえない。したがって,忠 実な写像 〔という概念)

それ 自体は,実 体のない概念(conceptvide)で ある。」(A.17)

明示的には述べ られていないが,ジ ルベール・ジェラールの以上の指摘が含意 しているのは,

離脱規定が適用される可能 性は,フ ランスの伝統的法思想か らすれば,実 際には生 じえない(あ

るいはむ しろ生 じてはならない)可 能 陛であるということである。イギ リスにおいて離脱規定

は,「真実かつ公正な概観」原則の他の諸条文に対する 「優越 性」(preeminance)を 謳ったもの

として位置づけられているが(p.17),ジ ルベール ・ジェラールの以上の指摘は,離 脱規定のこ

うした本来的な位置づけに対 してフランス会計人の間には当惑ない し抵抗感が今なお根強 く存

在 していることを物語 ってい るといえよう。

イユベール ・チュビアナはさらに,「課税標準の決定に適用される諸規定に抵触 しないかぎり

において,企 業はPCGの 諸規定を遵守 しなければな らない」とした「般税法典第38条 を,「会

計 と税務の調和的かつ危険な関係」(P.17)を示すものとして引用 し,税 務会計の領:域には離脱

規定の効力が及ぱないこ とを指摘 している。

ジャヅク ・リシャールは,「 忠実な写像は,.〔会計に関する〕考察を可能 とするので,教 育の

観点からは魅力的で興味深い概念であ る」(p.17)と しなが らも,会 計 の目的はその背後にある

ロジヅクによって異な り,し たがって何をもって 「忠実な写像」とするかもそのロジヅクによ

って異なるので,「 それ(「忠実な写像」一引用者)は,内 容のない概念(conceptcreux)で ある」

(p,17)と述べている。

以上にみるようにs円卓討論においては,「真実かつ公正な概観」原則 とその国内化 に対 して,

どちらかといえば消極的な評価を示す論調が大勢を占めている。すなわち,フ ランス会計人は,

EC域 内の基準調和化の必要性に迫 られてやむな く国内化 された当該原則を,も っぱ らフラン

スの伝統的法思想に依拠 した形で受容 しようと努めてきたのであって,そ の結果,フ ランス会

計制度に導入された 「忠実な写像」概念は,実 際には生 じえない可能陛に対応 した 「実体のな

い概念」,あ るいは背後にあるロジックによって含意を変える 「内容のない概念」とみなされる

ことになったのである。この意味からすれば,「真実かつ公正な概観」原則の国内化がこれ まで
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のところ,フ ランス会計制度に 「何 も新 しいものはもたらしていない」(P.16)のは,む しろ当

然の成 り行 きであったというべ きであろう。ただし,こ れは,1980年 代 までの基準調和化(第

1期 基準調和化繍後述参照)の 一般的な傾向であって,相 互承認12を基本的なパターンとして

展開されて きた当該調和化においては 「重要項 目の 〔実質的な〕標準化 はまった く進 まなかっ

た」(p.16)13と されている。

他方,「真実かつ公正な概観」原則の国内化が,イ ギ リス型会計規制 との比較対照をつ うじて

フランス型会計規制の諸特徴を改めて論 じる格好の機会をフランス会計人に提供 して きたとい

う事実 も看過されてはならないであろう。ジャック ・リシャールが指摘するように,当 該概念

は 「〔会計に関する〕考察を可能 とする」(P.17)ものであ り,事 実またその国内化以降,フ ラン

スにおいては当該原則をめ ぐって多 くの議論 と研究が積 み重ね られて きたのである14。

4ア メリカ主導の基準統一化への評価 と対応

4.11980年 代以前 と1990年 代以前 の基準調和化

フランス会計制度 を舞i台に展開されてきた基準調和化は,1980年 代以前 と1990年 代以降 と

では,い くつかの点で際立った相違をみせている。その主なものをまとめると,図 表3の よう

になる。第1に,1980年 代以前の基準調和化はEC理 事会を推進主体 として展開されて きた

のであるが,1990年 代以降のそれはIASB(IASC)を 推進主体 として展 開されるようになった。

第2に,1980年 代以前の基準調和化のパター ンは相互承認(本 来的な意味での 「調和化」

harmornisation)を 基本 とするものであったが,1990年 代以降のそれは「統一化」(convergence)

を基本 とするものになった。第3に,基 準調和化のベンチマークとなる会計基準の文書形態が,

1980年 代以前はEC統 一会社法(EC理 事会指令)で あったが,1990年 代以降はそれが会計

基準書(民 間団体であるIASBが 設定するプロナウンス メン ト)となった。

図表31980年 代以前 と1990年 代以前の基準調和化の主たる相違点

調和化の推進主体 調和化のパターン 基準の文書形態

1980年 代以前の基準調和化 EC理 事会 相互承認 EC統 一会社法

1990年 代以降の基準調和化 IASB(IASC) 統一化 会計基準書

これ ら3つ の相違 点はいずれも,1990年 代 に本格化する基準調和化活動へのアメリカの関

与を抜 きに しては語 りえないものであ り,1990年 代以降の基 準調和化に重要な質的変化 をもた

らす要因となった。ちなみに,1990年 は,IASC『 趣意書:財 務諸表の比較可能性』(IASC[199(」)

が公表され,そ れによって,1989年 に開始されたIASC比 較可能陛プロジェク ト15がその達 成

に向けて大 きな第一歩を踏み出した年であった。つ まり,フ ランスにおける1980年 代までの

基準調和化はもっぱらEC域 内の基準調和化の一一環 として展開されて きたのであるが,1990
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年代以降のそれはIASC(IASB)に よつて主導されたグローバルな基準調和化の一局面 として展

開されるようになったのである。基準調和化のこうした変容をふまえ,本 稿では,1980年 代以

前の基準調和化 を第1期 基準調和化,1990年 代以降の基準調和化を第2期 基準調和化 と呼ん

で,両 者を概念的に区分することにしたい。かかる概念的区分を念頭におきなが ら,以 下では,

上掲の各相違点に関する円卓討論での議論を整理 ・検討 してい くことにする。

4.2「 コンセ ンサス」の理解 と評価をめ ぐって

基準調和化の主たる推進主体がパブリック ・セクターのEC理 事会からプライベー ト・セク

ターのIASB(IASC)に 移行 したことによってフランス会計人たちが遭遇 したのは,「 正統性」

G6git血it6)問 題であった。正統性問題は,(1)基 準設定主体(IASCIIASB)の 正統性 と,(2)当 該主

体によって設定された基準(IASIIFRS)の 正統性の,2つ の レベルで生 じる。このうち円卓討論

で議論 されているのは9主 として(2)の正統性問題である16。円卓討論では,具 体的には,基 準

設定プロセスにおける 「コンセンサス」(consensus)の 問題 として,基 準の正統性問題が議論さ

れている17。

アメ リカ公認会計士協会会員で もあるフランソワーズ ・ヴェルディエは,FASBが 基準書第

141号 および第142号 の設定過程(デ ュー一・プロセス18)に おいて,利 害関係者の要求に押 さ

れる形でのれんの非償却 を容認するに至ったことを,基 準設定者の 「慎み深さ」(modestie)を

表すもので,「 すば らしいことだ」(formidable)と 評価 している(p.21)。フランソワーズ ・ヴェ

ルデ ィエによれば,「周到に準備 された 『デュ_._.・プロセス』を実施するな らば,公 衆や実務家

か ら広 く意見を聴取することがで きるので,〔 … 基準設定者は9利 害関係者の〕ニーズによ り

適合 した 〔会計〕システムを構築することができる」(p.21)のであるが,「 フランス 〔における

基準設定〕は,そ う したrデ ュー ・プロセス』か らほ ど遠い状況にある」(P.21)とされる。

これに対 して,国 家会計審議会 会長のアン トワーヌ ・ブラキは,「 これ まで私はコンセ ンサス

の定義も,『デュー ・プロセス』の定義も,聞 いたことがない」(P.21)としたうえで,「『デュー ・

プロセス』は 〔利害関係者に対 して〕意見聴取がなされたときに存在するという考え方がある。

もしこの考え方に従うならば,〔 フランスで も〕『デュー ・プロセス』は存在 して きたことにな

るし,そ うでない場合には存在 しなかったことになる」(p.21)と述べている。ただしアン トワ

ーヌ ・ブラキは
,「コンセ ンサスは しば しば,首 尾一貫性 を欠 き利用に堪えない中途半端なルー

ルをもたらす」(P,19)と して,「 コンセ ンサス」(デ ュー ・プロセス)の 有効性 そのものには否

定的な評価を下 している。

IASB理 事のジルベール ・ジェラールは,IASBが すべてのコメン トレターに回答 しないこと

を批判するのは,同 審議 会には公開審 議事項 ごとに膨大な数のコメン トレターが寄せ られてい

るという現実を無視 した 「誤った見解」(conceptionfausse)で あるとしたうえで,次 のように

述べている。「『デュ,^.プ ロセス』は,〔基準設定者 と利害関係者が〕相互に独立 した立場で議

論する場合に成立するものである。〔… 基準設定者 と利害関係者が相互に独立 した立場で〕議
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論 し,見 解の一致に到達 し,そ の結論を公表する,こ れが真のデュー ・プロセスである。」(P.23)

ジルベール ・ジェラールは,こ のような観点か ら,デ ュー ・プロセスを,利 害関係者の 「直接

的な攻撃」(attaquesdirectes)か ら基準設定者 を防御するための制度 として位置づけている

(p.23)o

以上にみるように,基 準の正統性 を保証する制度 としての 「コンセンサス」(デ ュー ・プロセ

ス)に ついては,そ の意味内容に関する理解 においてさえ,論 者の間に相違が観察される。「コ

ンセ ンサス」に対する評価はおおむね,各 論者のおかれた社会的立場を反映 したもの となって

いる。ただ しs「コンセンサス」の現実的機能をどう理解す るかは,以 下 にみるように,1990

年代以降の基準調和化(第2期 基準調和化)の 本質をどう捉えるかとい う問題 と密接に関連 し

た論点 として議論されてい る。

4.3基 準統一化の本質 としての 「アメ リカへの追従」

ジャック ・リシャー一ルは,の れんの償却問題に関するFASBの 方針転換を肯定的に評価 した

上掲のフランソワーズ ・ヴェルディエの発言に反諭 して,次 のように述べている。「アメリカで

生 じていることが好 ましいことだとは,私 にはまった く思われない。のれんの償却の必要性を

30年 間も力説 してきた人ぴとが,突 然その主張を翻 したのである。〔… 〕彼 らはsP持 分プー

リング法』を否認 したことの 『見返 り』(cadeau)と して,企 業にのれんの非償却を認めたとさ

れている。このようなことを,会 計基準の設定に真面 目に取 り組んでいる人ぴ とは,ど うすれ

ば受け入れ ることがで きる というのか。」(p.21)

さらに,ジ ャック ・リシャールは,「コンセンサス」は「会計民主主義の先鋭的問題」(probleme

aiguded6mocrahecomptable)で あるとして,次 のように述べている。「一定の影響力をもっ

た利害代表者がまず,必 ずしも同一ではない情報システムを必要 としているという見解を表明

し,基 準設定者は,明 確ではあるが目的を異にする 〔複数の〕情報システムを設定す ることに

よって,彼 らのそうした正当で多様な要求を満たす とい うように,コ ンセンサスは機能するべ

きである。〔…)こ のようなアプローチによるのでなければ,結 局のところ,『採用される情報

システムは,最 も強力な利害関係 をもった国(す なわちアメ リカ-引 用者)の それである』と

い うことになって しまうであろう。」(p.22)

アン トワーヌ ・ブラキは,ジ ャヅク ・リシヤールの以上のような議論に呼応 して,「 コンセン

サスが均衡(egtiilibre)を意味するのであれば,コ ンセンサスを維持す ることにまった く異存は

ない」(p.24)と述べている。また,国 立経済社会組織学院高等会計研究セ ンター長のイユベー

ル ・テユヴィアナは,「『コンセンサス』という言葉の使用をやめて,代 わ りに『総意』(synthese)

という言葉を使用 するべ きであ る」(p.25)と 述べてい る。

ジャック ・リシャールは,「 フランス社会は,と りわけ情報利用者の点では,十 分に多様であ

る」(x.24)という現状認識にもとづき,「 〔フランスにおいては〕ある1つ のシステム(す なわ

ちアメリカ型の会計 システムー引用者)だ けを特別扱いすることはで きない」(p.24)と繰 り返
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し力説 している。これに対 して,ジ ルベール ・ジェラールは,「われわれは今後,基 準統一化の

名のもとに,ア メリカ人たちに追従することになるのであろうか」(P.23)と 自問 し,「それ(の

れんの非償却一引用者)に よって企業の成長は大いに促進され ることになる」(p .23)という状

況認識を根拠 に,「この問題(の れんの償却問題一引用者)に ついては,そ うなるのではないか

と思 う」(p.23)と 自答 してい る。

以上の議論は,基 準調和化の基本的なパター ンが相互承認から統一化に移行 したことの,直

載的な反映というべ きであろう。注 目されるべ きは,1990年 代以降(と りわけIASB発 足以降)

の基準統一化の本質を 「アメリカへの追従」 と捉える点で,円 卓討論参加者の現状認識はほぼ

一致 しているとい うことである
。そ して,彼 らは,「コンセ ンサス」やIASBも 現実的には,「ア

メリカへの追従」を本質とする基準統一化を促進する制度 として機能する傾向を有 していると

みているのである(p.23)。円卓討論参加者の間での不一致は,当 該統一化への対応において観

察される。その対応の不一致は基本的には,当 該統一化が フランスにもた らす経済的影響をど

う評価するかの相違に起因 しているといえるであろう。ジャック ・リシャールは,フ ランスに

おける会計環境 との不整合を重視する立場から,当 該統一化に対 して明確な反対論を唱えてい

るのに対 して,ジ ルベール ・ジェラールは,ア メリカ基準のプラグマティックな経済合理性を

それな りに評価 する立場か ら,当 該統一化を消極的にではあれ,受 け入れざるをえないもの と

する見解を示 してい るのである。

4.4条 文の脱法令化

既述のように,フ ランスにおいては伝統的に,法 令主導の会計規制が実施されて きた。会計

関連法令を包括的に解釈 ・研究する 「会計法」(droitcomptable)が フランスにおいては私法の

独立 した一分野 として成立 しているのは,そ の象徴的な一例である19。PCGの 各版 も,所 轄官

庁の省令20と して公表されてきた。こうした会計規制の伝統か らすれば,1980年 代までの基準

調和化(第1期 基準調和化)がEC統 一会社法をベ ンチマークとして推進されてきたことは,

フランス会計人 にとっては きわ めて 自然な展開であ ったといえるであろう。

しか し,ア ン トワーヌ ・ブラキによれば,こ うした法令主導の会計規制 とりわけ法令を枠組

み とした基準調和化は近年,大 きな限界に突 き当たっているとされる。すなわち,フ ランスに

おいては,連 結財務諸表の作成 にかかわる遵結概念;や支配概念のようなものまでが法律におい

て厳格に規定されているのであるが,こ のことによって連結会計 に関するフランス会計人の創

造的な洞察が阻害されているばか りでな く,企 業の経営実態に即応 した機動的な基準改訂も著

しく困難なものになっているのである(P.18)。アン トワーヌ ・ブラキは,次 の ように述べてい

る。「絶えず変化する経済的実態により即応 した形で 〔会計関連法令の〕条文を改訂 してい くこ

とが,わ れわれの課題の1つ である」'(PP.18・19)にもかかわ らずs「われわれは過度に硬直的な

条文によって拘束されているために,当 該条文の改訂には非常に多 くのエネルギーを必要 とし,

したがってその改訂作業 にかかわるのを躊躇するようになるのである。」(p.19)この問題は1990
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年代以降,基 準調和化のベ ンチマークがIASB(IASC)の 設定する会計基準書に移行 したことに

ともない国際基準 とフランス基準の格差 く基準設定手続 きの機動性の相違 も含めて)と なって

漸次表面化 したものである21。

こう した問題状況を背景に近年,フ ランスにおいて議論されるようになったのが,「条文の脱

法令化」(declassificationdestextes)で ある。条文の脱法令化 とは,ご く大ざっぱにいえば,

会計法の基礎をなす 「法律」(loi)には 「原則的な基準」(normesdeprincipe)だ けを残 し,会 計

処理にかかわる詳細な概念規定やルールについてはこれを下位の諸規則や会計基準に移譲する

ことを意味 してい る(pp.18・19)。

ジルベール ・ジェラールは,「複雑な法令のヒエラルキーをともなった条文を積み重ねてい く

ような 〔フランスの現行〕システム」(p.19)は,「 〔当該条文について〕財務諸表読者の無理解

だけでな く,よ り深刻な問題 として,会 計監査人や企業経営者の無理解をも生み出すことにな

るであろ う」(P.19)と述べるとともに,「 このレベルの問題(連 結範囲に関する問題一引用者)

については,議 会を通さずに条文の変更がで きるようにするべ きであ る」(p.20)と主張 してい

る。

連結会計関連条文の形成過程を例にとると,フ ランスでは,EC理 事会第7号 指令(1983年6

月)→連結会計法(1985年1月)→1986年2月17日 付政令(デクレ)→PCGに 遵結計算書類の会

計処理を導入するための省令(1986年12月)と いう手順に沿 ってその条文化が進め られてお り

(小津[20031103頁),EC理 事会第7号 指令の国内化が完了するまでに約3年 半が費やされてい

る。ジルベール ・ジェラールがいう 「複雑な法令のヒエラルキーをともなった条文を積み重ね

てい くような 〔フランスの現行〕システム」とは,具 体的には,こ うした条文形成システムを

さすもの と思われ る。

条文の脱法令化問題に関する以上の議論 について,他 の討論参加者か らはとくに異論 らしい

異論は示されていない。したがって,そ のかぎりで,フ ランスの伝統的な法令主導の会計規制

が現在,「 適応不全」(scl6rose)に陥 りつつあるという認識は,円 卓討論参加者の間でおおむね

共有されたものとみて差 し支えないであろう。これを前項でみた議論に引き寄せて敷術すれば,

条文の脱法令化にどういう立場 をとるか という問題は,「アメリカへの追従」を本質 とする基準

統一化にどう対応するかという問題 とは別次元の問題 として,フ ランス会計人には受けとめ ら

れているということである。以上のことを総合的に勘案すれば,フ ランスが今後,法 令の拘束

からより自由なプライベー ト・セクター型の基準設定に向かう可能性は高い とい うべ きかもし

れない。

5む すびにかえて一 フランスにおける基準調和化 とPCGの 今後一

以上によって,円 卓討論の速記録を主たる素材としながら,PCGの 歴史を振 り返り,基準調

和化時代のフランス会計制度が経験してきた諸問題の論点整理を行うという本稿の目的はおお

むね達成されたものと思われる。
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この種の討論の通例 として,円 卓討論は,ア ングロサクソン型会計制度 に対するフランス会

計制度の相対的諸特徴を,改 めて浮 き彫 りにする結果 となっている。円卓討論をつ うじて浮き

彫 りにされたその主たる相対的特徴をまとめたのが,図 表4で あ る。それらは,フ ランス会計

制度に関する円卓討論参加者の基本的な理解 を要約的に物語 っている。そ して,現 在進行中の

基準調和化(第2期 基準調和化)に 異論を唱えるにせ よ,そ れを避ることので きない選択とし

て受け入れ るにせよ,フ ランス会計制度のそうした相対的諸特徴が,基 準調和化に対するフラ

ンスの今後の対応のあ り方を根底 において規定する要因(い わゆる歴史的経路historicalpath)

.となるのである。

図表4ア ングロサクソン型会計制度に対するフランス会計制度の相対的諸特徴

会計の主たる規範 会計の主たる機能

アングロサクソン型会計制度 情報 の透明性(p.23) 企業価値の推定(p.24)

フランス会計制度 慎 重 性(pp.23・24) 企業の業績測定(p24)

(注)か っこ内は,当 該特徴 が中心的 に議論されている速記録 の頁を示す。

最後に,1999年PCG(第5版)に ごく簡単に言及 してお きたい。1999年PCGに おいては,

連結財務諸表規制 と個別財務諸表規制の分離 が図 られ たこと,「 分析会計」(comptabilite

analytique,原 価計算に相当)が全面的に削除22されたことの2点 が,1982年PCGか らの主た

る変更点となっている23。しかし,こ こではむ しろ,よ り重要 性の高い次の2つ の事実に注 目

してお く必要があろう。すなわち,第1に,「 アメリカへの追従」を本質 とする基準調和化が

すでに本格 化していた1999年 の時点でPCGの 第5版 が公表されたということ,第2に,第1

版の公表以来フランスが長い年月をかけて育んで きたPCGを 自国の会計モデル として採用す

る(あ るいは採用を予定する)国 ぐにが中南欧(ベ ルギー,ル クセンブルグ,ス ペイン,ポ ル

トガル),旧 ソ連 ・東欧(ロ シア,ハ ンガ リー,ブ ルガ リア),中 東 ・北アフリカ(レ バノン,

アルジェリア,チ ュニジア),西 アフリカ地域(OCAM),東 南アジア(ラ オス,カ ンボジア)等

に着実に広がっているということ24,で ある。これら2つ の事実のうちに,PCGと フランス型

会計制度の独 自の発展 プロセスを見いだすことができるのである。基準調和化に今後,フ ラン

ス会計人がどのような対応をとるにせよ9そ の基軸にPCGが 据え られることだけは間違いな

いように思われる。それによって,PCGの 時代を超えた生命力が試され,そ してまた示される

ことにもなろう。「たゆたえども沈 まず」(Flvctvatnecmergitvr)と い うかの銘句が想起される

ゆえんであ る。
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脚注

1た とえば ,中 村他訳[1984】な ど。
21942年PCGは ドイヅ占領下の特殊事情のもとで策定されたものであ り

,そ の適用対象も航
空機産業等に限定されていたことから,こ れをPCGの 第1版 とはみず,1947年PCGを その

実質的な第1版 とみる見解 も存在するとされている。この点については,野 村[2000]15頁 を参

照されたい。 しか し,1947年PCGは1942年PCGの 改訂版 として公表 されでいること,さ

らにまた,た とえば1982年PCGの 表紙には 「第4版 」(4・6dition)と記されていることか ら,

本稿では,1942年PCG'を 第1版 とみなす ことに した。
3た だ し,フ ランスの法制 に初めて付加価値概念を導入 したのは,従 業員に対する企業成果分

配の計算的枠組みを規定 した1967年 の政令(ordonnance)で あった とされ る(P.15)。
4し か し他面では,か かる費用分類によって売上原価 と売上総利益は,成 果計算書において表

示されないという問題が生 じている。1982年PCGで は,売 上原価 と売上総 利益 を明 らかにす

るものとして,「 発展 システムによる成果計算書」(comptederesultatdusystemdeveloppe)

が提示 されている。ConseilNationaldelaComptabilite【1982]p.II.96-97,
5当 然のことなが ら,ジ ャック ・リシャールは,フ ランスのPCGを 自国の会計モデルとして

採用 した諸国は除外 して議論 していると思われ る。
6経営情報の提供を主目的 とする分析会計については,1947年PCG以 来,一 般 会計から分離

する方向で策定 ・改訂作業が進められた。後述するように,1999年PCGで は,分 析会計は全

面的に削除 されている。
7周 知のように,EC(EuropeanCommunities)は,マ ース トリヒ ト条約の発効 により1993年

にEU(EuropeanUnion)に 発展的に改組された。しか し,本 稿では,欧 州での基準調和化に言

及するさいには,1980年 代以前に展開されたそれに焦点を当てているので,本 文では とくに必

要な場合 を除 き,基 本的にはECの 略称 を用いている。
aConseilNationaldelaComptabilite[1979 .
9そ の経緯 と関連条文については,さ しあた り,藤 井[1992]53-55頁 を参照されたい。
10こ の逐語訳的用語の使用例 として,た とえばKlee[1983が ある。

11こ の逐語訳的用語の使用例 として,た とえばPrerochon[1983]p .45が ある。
121980年 代までの基準調和化が相互承認方式にもとついて展開されて きた主な背景要因とし

て,(1)EC域 内では主要各国の政治力および経済力が拮抗 してお り,そ の利害を調整 して基準

統一化に向かうことができなったこと,(2)金 融取引の国際化 と情報化が当時は現在ほど進んで

いなかったことなどを,あ げることがで きるであろう。

13「 標準化」(normalisation)は,統 一化に向けた基準の改訂 ・開発を意味する用語 として,フ

ランスでは広 く用い られている。当該用語の歴史は古 く,そ の思想的な淵源は17世 紀末葉の

簿記書や フランス商事条令にまで遡 ることがで きるとされている。この点 については,中 村

[1965].頁 を参照されたい。

第1期 基準調和化が重要項目の標準化をもた らさなかった ということについては,こ れを,

制度派会計学でい う 「同型化」(isomorphism)の 事例 とみることもできるであろう。制度派会

計学 における同型化の概念については,さ しあた り,藤 井[2002]25頁 を参照されたい。
14「忠実な写像」原則に関する最 もまとまった著 作の1つ として,た とえば,Pasqua㎞i[1992]

をあげることがで きる。
15こ のプロジェク トは,IASC[1989】 の公表 をもって開始された とされている。

16基 準設定主体(IASB)の 正統性問題は,時 期的には,円 卓討論よ りもやや遅れて議論 されるよ

うになる。その主たる契機 となったのは公正価値会計の導入問題であった。IASBの 正統性問

題 を論 じた代表的文献 として,た とえば,Colasse[2004】 があ る。
17討 論参加者たちは,他 の文脈においては,"accord"(合 意)と いう言葉 も使用 している(たと

えばp.25)。 このことは,討 論参加者たちが"consensu9'と いう言葉に,フ ランスで通用使用さ
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れてい る"accord"と は異なる意味 を見 出 していることを暗示 しているといえよう。本稿で,
"consenSUS"を あえて 「コンセ ンサス」 と訳すゆえんである

。
18基 準設定 プロセス としての 「デュー ・プロセス」に関する筆者の理解は

,藤 井[1997138-40
頁で明 らかに している。また,そ の歴史や法学的意義等については,田 中[1987】3頁以下を参

照されたい。
19た だ し,会 計法には,税 法の体系は含 まれない とされる。この点 については,Viandieret

Lauzainghein[1993】p.24を 参照 されたい。

20PCGの 所轄官庁は大蔵省(た だし行政改革にともなって所轄官庁が変更された時期 もある)

であるが,PCGの 公表は,関 連官庁の 「共同省令J(arreteinterministeriel)の 形態をとること

が通例であった。たとえば,1982年PCGは,大 蔵省お よび予算関連官庁の共同省令 として公

表 されている。
21同 様の問題が

,Colasse[2004]p.39で も指摘 されている。
22PCGは 経営管理ではな く,企 業外部者 とのコ ミュニケーションを主たる目的とするもので

あるという基本認識のも.とに,1999年PCGは 策定された と,ジ ルベール ・ジュランは指摘 し

ている(P.11)。
231999年PCGの 変更点については

,さ しあた り,小 津【2003】101頁,野 村 【2004]3・4頁を参

照 されたい。
24PCGを 自国の会計モデルに採用 している国 または地域の詳細については

,日 本会計研究学
会スタデ ィ ・グループ[2003】を参照 されたい。
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